
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只 見 町 

空き家バンク 

空
き
家
利
用
希
望
者
（ 

買
い
た
い
・
借
り
た
い
方 

） 

空
き
家
所
有
者(  

売
り
た
い
・
貸
し
た
い
方 

) 

只見町では、情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、空き家の所有者と利

用者間で行う物件の賃貸・売買に関する交渉・契約に関しての媒介行為は行いませ

ん。（空き家バンク媒介に関する協定を締結している「公益社団法人福島県宅地建

物取引業協会」を介して行うことができます。） 

交渉・契約等に関する一切のトラブルについては、当事者間で解決してください。 

  

 
❷ 空き家調査 

 

❸空き家バンク登

録完了通知 

結果通知 

空き家バンク登録 

 町ホームページ掲載 

物 件 情 報 紹 介 

現 地 物 件 見 学 

連 絡 調 整 

① 利用希望者登録申込み 

媒介契約書写、媒介結果報告 

③現地確認の申し出 

❺媒介依頼 

❾当事者間で直接交渉・契約 

結果を町長に報告する。 

公益法人 福島県宅地

建物取引業

協会 

⑤空き家利用申込書 

交渉の申込み 

 

 

 

 

協
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空き家バンク契約までの手続きフロー 

 

②空き家バンク利用希望

者登録完了書通知 

④現地物件見学 

➊ 空き家バンク登

録申込み 

 
 

 

 

❹ 交渉の申込み通知 
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❻担当業

者専任 

❼媒介契約 

現地調査 

❽媒介

交渉等 


